
（別表１）

申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間

（平成２６年１０月１日作成）

法 令 名 電気工事業の業務適正化に関する法律 (略称：電気工事業法)(昭和28年8月1日他法律第145号)

根 拠 条 項 第３条第１項

許 認 可 等 電気工事業者の登録

の 種 類

法令の定め 電気工事業の業務適正化に関する法律施行令（昭和45年10月30日政令第327号）

第２条

電気工事業の業務適正化に関する法律施行規則（昭和45年10月30日通商産業省令

第107号）第２条

審 査 基 準 電気工事業の業務適正化に関する法律関係審査基準

（平成１３年１２月６日付け資源第５７４号）

標準処理期間 総 期 間 ２０日・月（注：休日は含まない。）

経由機関 日・月（ ）

協議機関 日・月（ ）

処分機関 ２０日・月（総合振興局等 ）

処分担当課 各総合振興局（振興局）産業振興部商工労働観光課指導保安（商工）係

小樽商工労働事務所

申 請 先 各総合振興局（振興局）産業振興部商工労働観光課指導保安（商工）係

小樽商工労働事務所

問い合わせ先 経済部産業振興局環境・エネルギー室産炭地・保安グループ

（電話番号：０１１－２０４－５３２１）

備 考 （公表アドレス：http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/kke/sinsakijyun.htm）



（別表１）

申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間

（平成２６年１０月１日作成）

法 令 名 電気工事業の業務適正化に関する法律 (略称：電気工事業法)(昭和28年8月1日他法律第145号)

根 拠 条 項 第３条第３項

許 認 可 等 電気工事業者の登録の更新

の 種 類

法令の定め 電気工事業の業務適正化に関する法律施行令（昭和45年10月30日政令第327号）

第２条

電気工事業の業務適正化に関する法律施行規則（昭和45年10月30日通商産業省令

第107号）第２条

審 査 基 準 電気工事業の業務適正化に関する法律関係審査基準

（平成１３年１２月６日付け資源第５７４号）

標準処理期間 総 期 間 １５日・月（注：休日は含まない。）

経由機関 日・月（ ）

協議機関 日・月（ ）

処分機関 １５日・月（総合振興局等 ）

処分担当課 各総合振興局（振興局）産業振興部商工労働観光課指導保安（商工）係

小樽商工労働事務所

申 請 先 各総合振興局（振興局）産業振興部商工労働観光課指導保安（商工）係

小樽商工労働事務所

問い合わせ先 経済部産業振興局環境・エネルギー室産炭地・保安グループ

（電話番号：０１１－２０４－５３２１）

備 考 （公表アドレス：http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/kke/sinsakijyun.htm）



（別表１）

申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間

（平成２６年１０月１日作成）

法 令 名 電気工事業の業務適正化に関する法律 (略称：電気工事業法)(昭和28年8月1日他法律第145号)

根 拠 条 項 第６条第１項

許 認 可 等 登録電気工事業者の登録（申請者の要件）

の 種 類

法令の定め 電気工事業の業務適正化に関する法律施行規則（昭和45年10月30日通商産業省令

第107号）第２条

審 査 基 準 電気工事業の業務適正化に関する法律関係審査基準

（平成１３年１２月６日付け資源第５７４号）

標準処理期間 総 期 間 １５日・月（注：休日は含まない。）

経由機関 日・月（ ）

協議機関 日・月（ ）

処分機関 １５日・月（総合振興局等 ）

処分担当課 各総合振興局（振興局）産業振興部商工労働観光課指導保安（商工）係

小樽商工労働事務所

申 請 先 各総合振興局（振興局）産業振興部商工労働観光課指導保安（商工）係

小樽商工労働事務所

問い合わせ先 経済部産業振興局環境・エネルギー室産炭地・保安グループ

（電話番号：０１１－２０４－５３２１）

備 考 （公表アドレス：http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/kke/sinsakijyun.htm）



（別表１）

申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間

（平成２６年１０月１日作成）

法 令 名 電気工事業の業務適正化に関する法律 (略称：電気工事業法)(昭和28年8月1日他法律第145号)

根 拠 条 項 第１０条第２項

許 認 可 等 登録電気工事業者の登録証の訂正

の 種 類

法令の定め 電気工事業の業務適正化に関する法律施行規則（昭和45年10月30日通商産業省令

第107号）第９条

審 査 基 準 法令の定めにおいて具体的に規定されている。

標準処理期間 総 期 間 １０日・月（注：休日は含まない。）

経由機関 日・月（ ）

協議機関 日・月（ ）

処分機関 １０日・月（総合振興局等 ）

処分担当課 各総合振興局（振興局）産業振興部商工労働観光課指導保安（商工）係

小樽商工労働事務所

申 請 先 各総合振興局（振興局）産業振興部商工労働観光課指導保安（商工）係

小樽商工労働事務所

問い合わせ先 経済部産業振興局環境・エネルギー室産炭地・保安グループ

（電話番号：０１１－２０４－５３２１）

備 考 （公表アドレス：http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/kke/sinsakijyun.htm）



（別表１）

申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間

（平成２６年１０月１日作成）

法 令 名 電気工事業の業務適正化に関する法律 (略称：電気工事業法)(昭和28年8月1日他法律第145号)

根 拠 条 項 第１０条第３項

許 認 可 等 登録電気工事業者の登録事項変更

の 種 類

法令の定め 電気工事業の業務適正化に関する法律施行規則（昭和45年10月30日通商産業省令

第107号）第７条

審 査 基 準 法令の定めにおいて具体的に規定されている。

標準処理期間 総 期 間 １０日・月（注：休日は含まない。）

経由機関 日・月（ ）

協議機関 日・月（ ）

処分機関 １０日・月（総合振興局等 ）

処分担当課 各総合振興局（振興局）産業振興部商工労働観光課指導保安（商工）係

小樽商工労働事務所

申 請 先 各総合振興局（振興局）産業振興部商工労働観光課指導保安（商工）係

小樽商工労働事務所

問い合わせ先 経済部産業振興局環境・エネルギー室産炭地・保安グループ

（電話番号：０１１－２０４－５３２１）

備 考 （公表アドレス：http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/kke/sinsakijyun.htm）



（別表１）

申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間

（平成２６年１０月１日作成）

法 令 名 電気工事業の業務適正化に関する法律 (略称：電気工事業法)(昭和28年8月1日他法律第145号)

根 拠 条 項 第１２条

許 認 可 等 電気工事業者の登録証の再交付

の 種 類

法令の定め 電気工事業の業務適正化に関する法律施行規則（昭和45年10月30日通商産業省令

第107号）第９条

審 査 基 準 法令の定めにおいて具体的に規定されている。

標準処理期間 総 期 間 １０日・月（注：休日は含まない。）

経由機関 日・月（ ）

協議機関 日・月（ ）

処分機関 １０日・月（総合振興局等 ）

処分担当課 各総合振興局（振興局）産業振興部商工労働観光課指導保安（商工）係

小樽商工労働事務所

申 請 先 各総合振興局（振興局）産業振興部商工労働観光課指導保安（商工）係

小樽商工労働事務所

問い合わせ先 経済部産業振興局環境・エネルギー室産炭地・保安グループ

（電話番号：０１１－２０４－５３２１）

備 考 （公表アドレス：http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/kke/sinsakijyun.htm）



（別表１）

申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間

（平成２６年１０月１日作成）

法 令 名 電気工事業の業務適正化に関する法律 (略称：電気工事業法)(昭和28年8月1日他法律第145号)

根 拠 条 項 第１６条

許 認 可 等 電気工事業者の謄本の交付

の 種 類

法令の定め 電気工事業の業務適正化に関する法律施行令（昭和45年10月30日政令第327号）

電気工事業の業務適正化に関する法律施行規則（昭和45年10月30日通商産業省令

第107号）第１０条

審 査 基 準 法令の定めにおいて具体的に規定されている。

標準処理期間 総 期 間 １０日・月（注：休日は含まない。）

経由機関 日・月（ ）

協議機関 日・月（ ）

処分機関 １０日・月（総合振興局等 ）

処分担当課 各総合振興局（振興局）産業振興部商工労働観光課指導保安（商工）係

小樽商工労働事務所

申 請 先 各総合振興局（振興局）産業振興部商工労働観光課指導保安（商工）係

小樽商工労働事務所

問い合わせ先 経済部産業振興局環境・エネルギー室産炭地・保安グループ

（電話番号：０１１－２０４－５３２１）

備 考 （公表アドレス：http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/kke/sinsakijyun.htm）


